
 
 
 
 

 

ＳＮＳのフェイスブックとＸ（旧：

Twitter）に、左記のウェルネットな

ごやに新着記事を掲載したことをお

知らせしています。 

登録していただくと、新着記事が

掲載されたことをリアルタイムに知

ることができます。 

ぜひ職員の方々にもお声かけいた

だき、フェイスブックやＸ（旧：

Twitter）で、名古屋市障害者支援課

を登録してください。 

 

登録方法は下記のとおりです。 

 

【フェイスブック】 

※ フェイスブックのアカウントを持っていない方は「いいね！」ができません。 

次のＵＲＬを検索してください。 

https://www.facebook.com/ngy.shougaishashienka 
右の QR コードを読み込むと接続が簡単です。 

「いいね！」をクリック（タップ）すると登録されます。 

 

【Ｘ（旧：Twitter）】 

次のＵＲＬを検索してください。 

https://twitter.com/ngy_shoushi 
右の QR コードを読み込むと接続が簡単です。 

「フォローする」をクリック（タップ）すると登録されます。 

 

 

※新着情報にて、重要な通知等をアップしておりますので随時確認してください。 

新着情報をリアルタイムにお知らせしています!! 

http://#
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    事 務 連 絡 

令和 7年 3月 

 

 

障害福祉サービス等事業者 各位 

 

 

健康福祉局障害者支援課長 

 

名古屋市介護・障害福祉職員奨学金返済支援事業のオンライン申請について 

 

 令和 7 年 4 月 1 日より、名古屋市介護・障害福祉職員奨学金返済支援事業のオンライ

ン申請を開始いたしますので、お知らせいたします。 

オンライン申請開始に伴いまして、原則、オンラインでの申請をご活用いただきます

ようお願いいたします。オンラインでの申請が難しい場合には、従来どおり、郵送での

申請も可能です。 

なお、申請に伴う必要な内容は、別添 1の案内チラシをご確認ください。 

 
１．オンライン申請フォーム 
  当初申請：https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya/smart-apply/apply-procedure-alias/shougakukin-sinsei  
  変更申請：https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya/smart-apply/apply-procedure-alias/shougakukin-henkou 
  取下申請：https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya/smart-apply/apply-procedure-alias/shougakukin-torisage  
  実績報告兼請求：https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya/smart-apply/apply-procedure-alias/shougakukin-seikyu  
 
２．本事業の案内ページ（NAGOYA かいごネット） 

  https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/ikusei/ 

 

３．名古屋市電子申請サービスについて 

  本オンライン申請フォームは「名古屋市電子申請サービス」を活用しております。

操作マニュアルは、別添 2のとおりとなりますので、適宜ご確認ください。また、名

古屋市電子申請サービスについてのよくある質問は、以下のサイトに掲載されており

ます。 

  よくある質問（URL）：https://graffer.jp/faq/ 

 

４．その他留意事項 

  ・「名古屋市電子申請サービス」を利用した申請は、本サービスの機器に備えられた

ファイルへの記録がされた時に、名古屋市又は名古屋市電子申請サービスを利用

するその他の組織に到達したものとみなします。 

・名古屋市電子申請サービスのなりすましと疑われるメールが届いた場合（注 1）

や、偽装されたウェブサイトであると疑われるページに案内された場合（注 2）、
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身に覚えのないものは無視していただくとともに、リンク先をクリックしたり個

人情報等を入力したりしないようにしてください。 

（注1） 名古屋市電子申請サービスからのメールは送信元認証により実在性が確認可

能です。（確認方法は別途 3参照） 

ドメイン（送信元アドレスの@以降の部分）及び署名元：[mail.graffer.jp] 

（注2） 名古屋市電子申請サービスのサイトはHTTPSのサーバー証明書にて通信相手が

偽造されていないことを確認可能です。（確認方法は別途 4参照） 

ウェブサイトの所有者：[graffer.jp] 

 

５．添付資料 

  別添 1：名古屋市電子申請サービス操作マニュアル 

  別添 2：メール署名元確認方法の例 

  別添 3：ウェブサイト所有者の確認方法の例 

 

その他、ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先までお問合せください。 

 

【問い合わせ先】 

障害者支援課推進担当：052-972-2558 

 



奨学金返済支援事業の各種申請が

オンラインでできるようになります！

どの様式を出せばいい？
記入例も分かりづらい…

一つずつ質問に答えていく
だけで申請が終わる！

申請が届いたかどうか、進捗が
どうなってるかが分かる！

郵送費も削減できる！郵送費がかかる

ちゃんと役所に
届いたかな…

紙による申請 オンライン申請

変更・取下申請や実績報告もオンライン申請が可能です。是非ご活用ください！

変更申請 取下申請 実績報告・請求 NAGOYAかいごネットの本助成事業案内ページ
からもアクセスできます。
※事業者向けページ 人材確保・定着 名古屋市
介護・障害福祉職員奨学金返済支援事業について

当初申請



名古屋市電子申請サービス
操作マニュ アル
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１ 申請を開始する

申請のト ッ プページにある、 「 ログイ ン し て申請に進む」 または「 メ ール認証し て申請に進む」

を選択し て進んでく ださ い。



２ ログイ ンし て申請をする

「 ログイ ンし て申請に進む 」 場合は、 Goog leでログイ ン、 LINEでログイ ン、 Graf f erアカ ウン

ト でログイ ンする方法がございます

Gmai lアド レスと パスワード

でログイ ン

スマート フ ォ ンで操作さ れて

いる場合は、 LINEアプリ へ自

動遷移し て認証し ます

※認証後、 通知用メ ールアド

レスを別途設定し てく ださ い

初めてご利用の場合、 ログイ

ン画面のGraf f erアカ ウント

を作成するボタ ンから アカ ウ

ント を作成し てく ださ い

２ 回目以降は、 登録し たメ ー

ルアド レス・ パスワード でロ

グイ ン



２ メ ール認証し て申請をする

「 メ ールを認証し て申請に進む」 場合は、 メ ールアド レ スを入力し 、 確認のメ ールを 送信し てく ださ

い。 「 noreply@ mai l .g raf f er .j p」 より 届く メ ールのURLにアク セスし 、 申請にお進みく ださ い。

http://#


３ 申請に必要な情報を入力する

法人名、 所在地、 代表者名、 電話番号などの

基本情報を入力く ださ い。

申請者の情報

ログイ ンまたはメ ール認証が済みまし たら 、

利用規約に同意いただき 、 申請内容の入力に進みます



３ 申請に必要なデータ を添付する

表示さ れる案内に従い、 必要なデータ を 添付し

てく ださ い。

（ W ord/Excel/PDF形式のフ ァ イ ルと 、 それをま

と めたZip圧縮フ ァ イ ルに対応）

必要なデータ を添付



４ 申請内容の確認

申請内容の確認をし て

「 こ の内容で申請する 」 を 押し たら 完了です。

申請内容の確認をし て申請完了



 

 

【 端末が PC、 電子メ ールソ フ ト が Gmail の場合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 端末がスマート フ ォ ン（ Android） 、 電子メ ールソ フ ト が Gmail の場合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（ 注） お使いの端末やメ ールソ フ ト によっ ては署名元が確認できない場合があり ます。  

① こ ちら を ク リ ッ ク  

① こ ちら を ク リ ッ ク 後、「 セキュ リ ティ の詳細の表示」

を ク リ ッ ク  

② 署名元「 mail.gra er.jp」 を 確認 

メ ール署名元の確認方法の例 

 

② 署名元 「 mai l.gra er.jp」 を 確認 
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【 端末が PC、 ウェ ブブラ ウザが Google Chrome の場合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェ ブサイ ト 所有者の確認方法の例 

① こ ちら を ク リ ッ ク  

（ ウェ ブブラ ウザが M icrosoft Edge の場合、  

こ の部分が鍵マーク で表示さ れます。）  

② こ ちら を ク リ ッ ク  

 

③ ウェ ブサイ ト の所有者「 gra er.jp」 を確認 
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【 端末がスマート フ ォ ン（ Android） 、 ウェ ブブラ ウザが Google Chrome の場合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 注） お使いの端末によっ てはブラ ウザの鍵マーク は表示さ れますが、 証明書が確認でき ない場合があり ます。 

④ウェ ブサイ ト の所有者「 gra er.jp」 を 確認 ③「 証明書情報」 をク リ ッ ク  

① こ ちら を ク リ ッ ク  

② こ ちら を ク リ ッ ク  



機関コンサルテーション事業

発達障害の方に対する知識・支援技術の向上のため、対応困難なケースを抱える事業所に対

し、訪問型コンサルテーションを行います。事業所訪問、課題の整理、学習会を行った上で、事

業所での支援方法について一緒に考え、問題解決や状態改善を目指します。

＜対象となる機関＞

名古屋市内の発達障害児者を支援する事業所

＜申込方法＞

１．お電話でご連絡ください。

電話番号：052-757-6140

・簡単な聴き取りをさせていただきます。

・コンサルテーションで対応する場合は、初回訪問の日程調整を行い、申込書を送付します。

（注）相談内容によっては、講師派遣や他の関係機関をご案内する場合があります。

２．コンサルテーション申込書を記入し、電子メールかファックスで送ってください。

電子メールアドレス：links@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

ファックス番号：052-757-6141

＜コンサルテーション内容＞

事業所
事業所全体の知識・支援技術向上のため、ニーズを把握した上で全体学習

会を行い、フォローアップ訪問を行います。

個別ケース

対象者の支援について、アセスメント情報の聴き取りを行った上で、支援方

法の検討、助言、振り返りを繰り返し、状態改善を目指します。支援の前提と

して共通した知識が必須と考えるため、開始前に全体学習会を行います。

＜重点領域＞

強度行動障害

本市では、健康福祉局障害者支援課が成人対象の「名古屋市強度行動

障害者支援事業」を実施しています。

当センターでは、18歳未満の方を対象に、強度行動障害の予防・軽減を

目的としてコンサルテーションを行います。

触法障害者

発達障害の方が犯罪に巻き込まれる事例が増えています。意図せず加害

者となってしまう事例も発生しています。事業所として何ができるのか、多

職種連携のためにどう動いたらよいのか、コンサルテーションを行います。

（注）１８歳未満の方に関しては、児童相談所で対応しています。

＜その他＞

担当者個人としてではなく、事業所の依頼としてお申し込みください。費用はかかりません。

名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋

http://#


コンサルテーションの流れ

電話申込

↓
申込書提出

初回訪問

全体学習会

アセスメント

情報聴き取り

全体学習会

支援方法検討

対応助言

フォローアップ

訪問 振り返り

フォローアップ

訪問

申
込
み

打
合
せ

事
業
所
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

個
別
ケ
ー
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋

（注）相談内容によっては、

講師派遣や他の関係機関を

ご案内する場合があります。



 

本市では、障害児通所支援事業所等に所属する職員に対し、対人援助及び円滑

な組織運営のための知識や専門的技術等を習得することにより職員の能力の向

上を促すため、以下の研修・セミナーを実施しています。 
研修の受託法人または名古屋市より各事業所へ開催案内を配布しますので、ぜ

ひご活用ください。 

 

 

高齢・障害福祉職員研修 
研修内容 障害福祉関係業務に従事するにあたり、必要な知識・技術を習

得するための研修 

対象者 全事業所職員 

※参考 令和 6年度：7月～2月 

（詳細については別添の令和 6年度実施計画参照） 

 

 

介護保険・障害福祉サービス事業所経営セミナー 
内容 これからの介護・障害福祉人材の確保、育成のあり方と事業協

同組合の活用方法            

対象者 名古屋市内の事業所等を運営する法人の代表者 

※参考 令和 6年度：10 月、2月の計 2回実施 

 

 

強度行動障害児支援者養成研修事業 
研修内容 強度行動障害者の行動障害を軽減させ、安定した日常生活を送

ることができるよう、適切な支援を行う職員の人材育成を目的

とした研修 

対象者 全事業所職員（受講料：1万円） 

※参考 令和 6年度：9月、3月の計 2回実施 

 

 

障害児通所支援事業新規参入者研修 
研修内容 障害児福祉の制度、障害特性についての基礎的な研修 

対象者 障害児通所支援事業を初めて実施する法人又は事業所の法人代

表者もしくは事業所管理者等 

※参考 令和 6年度：12 月、3月の計 2回実施 

 

 

 

 

職員研修・セミナーのご案内 



 

障害児通所支援事業新規参入者等研修（初級研修） 
研修内容 発達障害への理解を深め、障害児支援技術の向上を図り、障害

児に対する支援の充実を図る研修 

対象者 障害児通所支援事業所に勤務する経験 3 年以下の職員 

※参考 令和 6年度：3月 実施 

 

 

障害児通所支援事業新規参入者等研修（中級研修） 
研修内容 事業者が障害児通所支援事業を実施する上で必要不可欠な障害

児の特性や障害児通所支援の制度に関する理解を深めることに

より、事業者が提供する障害児通所支援の質の向上に資するこ

とを目的と 

対象者 障害児通所支援事業所に勤務する児童指導員等 

※参考 令和 6年度：3月 実施 

 

 

小児救急救命講習 
研修内容 事業所での支援において、万一の時に適切な応急手当を行うた

めの知識・技術を習得する 

対象者 全事業所職員 

※参考 令和 6年度：7月 実施 

 

 









 

 

 

 

 

令和 2年 12 月 11 日に閣議決定された国の『防災・減災、国土強靭化のための 5か

年加速化対策』に基づき、引き続き社会福祉施設等の耐震化対策や安全性に問題のあ

るブロック塀等の補強・改修整備が求められています。 

 

社会福祉施設等の耐震化 

■新耐震基準施行（昭和 56 年 6 月 1 日）以前に建築された建物のうち、建築基準法

に基づく耐震基準を満たしていない建物については、耐震補強整備など、必要な対策

の検討を行っていただきますようお願いいたします。 

■賃貸等で建築年度や耐震補強の実施状況が不明な場合は、家主等に確認するなどし、

把握に努めてください。 

 

安全性に問題のあるブロック塀等の補強・改修整備 

■『ブロック塀等の点検基準』（次頁）を参考に安全点検を実施してください。 

■点検の結果、安全性に問題があるブロック塀等については、速やかに付近通行者へ

の注意表示などを行ってください。併せて、補強・改修整備など、必要な対策の検討

を行っていただきますようお願いいたします。 

 

国庫補助制度等の活用について 

■耐震補強整備やブロック塀等の補強・改修整備は、国庫補助制度の対象となります。

補助協議を検討される場合は、お早めに子ども福祉課子ども発達支援係 電話：052-

972-3187）までご相談ください。 

 

社会福祉施設等の耐災害強化対策 

（耐震補強整備及びブロック塀等補強・改修整備）について 

◆国庫補助制度を活用した本市の補助制度について 

〔耐震補強整備〕 

対 象：新耐震基準施行（昭和 56 年 6月 1 日）以前に建築された建物における地震防

災対策上必要な耐震補強整備 

  補助率：国 1/2、市 1/4、法人 1/4（予定） 

〔ブロック塀等補強・改修整備〕 

  対 象：安全点検の結果、問題のあるブロック塀の工事を伴う補強・改修整備で、総

事業費 300 千円以上のもの 

  補助率：国 1/2、市 1/4、法人 1/4（予定） 



住宅都市局の助成制度について 

■名古屋市住宅都市局においても、耐震化やブロック塀の撤去に関する以下の助成制

度があります。ご活用ください。 

 

（参考）ブロック塀等の点検基準  

 

 

 

 

 

 

区 分 点検基準 

組積造 

※れんが造、石

造、鉄筋のない

コンクリートブ

ロック造 

高さ 1.2ｍ以下であること 

厚さ 壁頂までの距離の 1/10 以上であること 

控え塀 4ｍ以下ごとに塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え塀があること 

基礎 基礎があること 

亀裂など 亀裂、傾き、ぐらつきなどがないこと 

補強コンクリー

トブロック造 

高さ 2.2ｍ以下であること 

厚さ 10 ㎝以上あること（高さ 2ｍ超の場合は 15 ㎝以上） 

控え塀 3.4ｍ以下ごとに塀の高さの 1/5 以上突出した控え塀があること 

基礎 コンクリートの基礎があること 

亀裂など 亀裂、傾き、ぐらつきなどがないこと 

上記の調

査で問題

があった

場合 

(設計図等やブロックの一部取外し等により確認) 

・鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は建築基準法施行令（以下

「令」という。）第62条の6に照らして適切か。 

・鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第62条の8に照らして適切か。 

・基礎の根入れ深さは、令第61条又は第62条の8に照らして適切か。  

一 般 的 なブロック塀 の図  

（出 典 ：パンフレット「地 震 からわが家 を守 ろう」

日 本 建 築 防 災 協 会 2013．1 より一 部 改 変 ） 

〔耐震化関係〕 

・耐震相談員派遣制度、耐震診断の助成、耐震改修工事の助成など 

（※事業所の建物構造等により対象とならない場合もあります） 

〔ブロック塀の撤去〕 

・道路に面する高さ 1m以上のブロック塀等の撤去に対する助成 

【問い合わせ先】住宅都市局耐震化支援室（市役所西庁舎 3F） 電話：052-972-2921 



福祉
介護/看護/保育

建設
電気/工事/土木等

警備 運輸

ご存じですか？

事業主のみなさま

福祉・建設・警備・運輸関係に特化した人材を
募集したい関係事業主の方のためのコーナーです。



こんな時にオススメ！

人材を確保したい

求人内容の
⾒直しをしたい

自社を
アピールしたい

就職支援コーディネーターの担当職員が
求人の充足に向けたプランを作成したり、
職場環境の魅⼒をアピールする方法について
アドバイスします。

☆事業所訪問等、求人条件の⾒直し等の求人充足支援
☆事業所⾒学会や就職⾯接会等の開催を通じた、

マッチング支援

〒465-8609
名古屋市名東区平和が丘1-2
TEL 052(774)1115(代表)
部門コード 32#

ハローワーク名古屋東 ハローワーク名古屋中
〒460-0860
名古屋市中区錦2丁目14-25
ヤマイチビル3階
TEL052(855)3740（代表）
部門コード 48#

ハローワーク名古屋南
〒456-8503
名古屋市熱田区旗屋2-22-21
TEL︓052（681)1211
部門コード46＃

〒491-8509
愛知県一宮市八幡4-8-7
一宮労働総合庁舎内
0586（45）2048  

ハローワーク一宮






